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開  会   ９時 ００分 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

おはようございます。 

開会前ですが、携帯電話をお持ちの方は電源をオフにされる

ようお願いいたします。 

 

定刻になりましたので、これより本日の会議を開きます。 

 

本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

 

日程第１ 議案第４０号 令和４年度和木町一般会計補正

予算（第５号） 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４０号 令和４年度和木町一般会計補正予算（第５

号）について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２ 議案第４１号 令和４年度和木町簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号） 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４１号 令和４年度和木町簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）について、原案のとおり可決することに賛成

の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３ 議案第４２号 令和４年度和木町公共下水道事

業特別会計補正予算（第４号） 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４２号 令和４年度和木町公共下水道事業特別会計

補正予算（第４号）について、原案のとおり可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第４ 議案第４３号 令和４年度和木町介護保険特別

会計補正予算（第２号）） 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４３号 令和４年度和木町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について、原案のとおり可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 議案第４４号 和木町議会議員及び和木町長の

選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する

条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４４号 和木町議会議員及び和木町長の選挙におけ

る選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例につい

て、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

日程第６ 議案第４５号 和木町職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４５号 和木町職員の定年等に関する条例の一部を

改正する条例について、原案のとおり可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第４６号 和木町職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４６号 和木町職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例について、原案のとおり可決することに賛成

の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第４７号 地方公務員法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４７号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第４８号 職員の高齢者部分休業に関する

条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４８号 職員の高齢者部分休業に関する条例につい

て、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第４９号 和木町一般職の職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第４９号 和木町一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１ 議案第５０号 和木町下水道条例の一部を改

正する条例 

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議案第５０号 和木町下水道条例の一部を改正する条例に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議案第５１号 和木駅交流プラザ、和木駅駐輪

場及び和木駅駐車場の指定管理者の指定同意について  

これを議題とします。 

本案に対する討論を許します。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、本案に対する討論を終結し、採決

に入ります。 

 

議案第５１号 和木駅交流プラザ、和木駅駐輪場及び和木駅

駐車場の指定管理者の指定同意について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 もう一度お願いします。 

 

全員挙手。     

 

したがって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 行政視察研修報告について 

各委員会より行政視察研修について報告を求めます。 

 

総務文教常任委員会副委員長 中村充子君。 
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議 長 

 

中 村 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中村充子君。 

 

 総務文教常任委員会の研修報告をいたします。 

１０月５日、６日で香川県宇多津町を視察いたしました。 

宇多津町のファミリーサポートセンター、図書館、南部すく

すくスクエア、給食センターに行きました。 

ファミリーサポートセンターうたづは、地域の中で、子育て

支援をしてほしい人と子育ての援助をしたい人が会員となっ

て、一時的な子育てを助け合う有償のボランティア組織でし

た。和木にはこのような組織はまだありません。 

南部すくすくスクエアは、公園と子ども館を一緒につくりた

いという考えがあったようです。子どもと高齢者が集える場所

があり、朝食がとれるカフェもありました。 

ライブラリーうたづは、子育て支援コーナー、県の健康生き

がい中核施設健やか生活応援コーナー等があります。和木町の

文化会館のようなハーモニーホールも一緒になっています。  

図書館が魅力的でキッズ・ページ、子ども読書応援ページ等

開設しています。図書館には、中高生が１０名ほど勉強をして

いました。学習塾のように狭い空間が作ってあって集中して学

習できる環境でした。 

和木町は図書館が狭くこのようなスペースはとれません。工

夫しながら子どもが勉強できるスペースを確保できたら中高

生も集える場所になりそうです。 

次の日、給食センターを視察しました。学校給食調理場が老

朽化していたことから、PFI 方式で建て替えていました。PFI、

プライベート・ファイナンス・イニシアティブとは公共施設等

の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体の事業コ

ストの削減やより質の高い公共サービスの提供を目指す新し

い公共サービスの調達方式です。 

この給食センターは、食材調達から配送まで含めた PFI の事

業として全国初の給食施設です。効率的で快適な調理環境を実

現した学校給食センターでした。オール電化でドライシステム
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議 長 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を採用して衛生的で安全な施設であると感じました。安価で美

味しい給食を実現し、人気も高いということでした。和木町に

もこのような方法で新しい給食センターが実現できれば良い

と思いました。しかしこちらに利点があっても園児、児童、生

徒が少なければ導入は難しい気もいたします。これからの課題

として、調査研究していきたいと存じます。 

以上、簡単ではございますが、総務文教常任委員会の研修報

告といたします。 

総務文教常任委員会副委員長 中村充子 

 

 

 次に、民生建設常任委員会委員長 上田丈二君。 

 

上田丈二君。 

 

民生建設常任委員会視察研修報告をいたします。 

民生建設常任委員会５名は、令和４年１０月４日から６日の

３日間で、香川県綾歌郡宇多津町の「ファミリーサポートセン

ターうたづ」と子育て支援・交流施設「南部すくすくスクエア」

を視察いたしました。 

また、同町において開催された「第９回全国コンパクトタウ

ン議会サミット」に参加をいたしました。 

宇多津町は、香川県のほぼ中央、瀬戸大橋のたもとに位置し

ており、県内では最も小さい面積の自治体ながら人口密度・人

口増加率が最も高い町です。 

最初に、ファミリーサポートセンターうたづについて報告い

たします。 

ファミリーサポートセンターは、地域において、育児の援助

を受けたい人と行ないたい人が会員となり助け合う組織です。 

和木町でも子育て世代より要望があり、育児について助け合

う組織づくりの運営や問題点について研修することを目的と

しました。ファミリーサポートセンターうたづは、平成２２年

より社会福祉協議会が町より委託され、あみのうら交流センタ
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ーで運営を行っています。現会員数は、お願い会員２８１名、

任せて会員９８名、どっちも会員４４名、合計４２３名。活動

件数は年間３５０件で月３０件となっているとのことでした。 

補助金は３４０万円で、町負担は１５３万円、残りは、国・

県が３分の１となっています。 

任せて会員の研修は、社会福祉協議会で３日間の行程で、年

２回行っているとのことでした。 

課題としては、依頼が多岐にわたり、需要と供給のバランス

が成立しづらい。賃金の割に請け負った側のリスクが高い。コ

ロナ禍で研修や講座の開催が困難になっているとのことでし

た。 

総評として、人口増を続ける宇多津町は、社会福祉協議会も

活動が活発で職員も充実しておりました。和木町でも運営可能

なファミリーサポート事業を追求し、今後も研修を重ねていき

たいと考えます。 

次の、南部すくすくスクエアは、乳幼児広場、放課後児童ク

ラブ、ワーキングスペース、カフェの４つの事業が併設されて

おり、民間事業者が行政と共同で事業を行っているなど参考点

があるとの理由で研修をいたしました。 

南部すくすくスクエアの事業は、地域子育て支援拠点事業と

して乳幼児と保護者の遊びや支援と交流の場、放課後児童健全

育成事業として放課後児童クラブの開設、カフェ事業となって

います。 

運営は民間の株式会社「明日葉」が行っています。事業費は

３億３,５２０万円で、半分は国の補助金であり地方創生拠点整

備交付金と地方創生推進交付金を活用しております。 

施設の多様性や誰でも利用できる気軽さが魅力的でカフェ

の併設で憩いの場、広場やグランドなど体を動かして遊んだ

り、地域のイベントの活用など利便性に優れた施設となってい

ました。 

総評として、子育て支援施設と多世代交流の拠点となる施

設、カフェが併設する多様性に飛んだ複合施設となっていま

す。運営は全国的に子育て支援事業や放課後事業を展開してい
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

る「明日葉」で、この組織運営は、和木町の地域・子育て支援

の参考になると思いました。 

人口減少を考えると、暮らし易く住みよい町づくりを目指し

ていく必要があると考えます。今回の研修を今後の委員会活動

に活用していきたいと思います。 

民生建設常任委員会委員長 上田丈二 

 

日程第１４ 議員の派遣について 

これを議題とします。 

 

おはかりします。 

議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣

することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

したがって、議員の派遣については、お手元に配りましたと

おり派遣することに決定しました。 

 

 日程第１５ 特定事件の付託について 

 各常任委員会及び議会運営委員会には、お手元に配布してあ

りますとおり、次の定例会まで引き続き、特定事件の調査研究

を付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

したがって、各常任委員会及び議会運営委員会には、次の定

例会まで特定事件の調査研究を付託することに決定いたしま

した。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

以上をもちまして、本定例会に付議された案件の審議はすべ

て終了いたしました。 

 

おはかりします。 

これで令和４年第６回和木町議会定例会を閉会したいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

これをもちまして、令和４年第６回和木町議会定例会を閉会

いたします。 

 おつかれさまでした。 

 

 

 

閉 会  ９時 ２３分 

 

 

 

 


